
件
名 銀

行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で

あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
等
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
格
付
機
関
及
び
適
格
格
付
機
関
の
格

付
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
別
に
定
め
る
区
分
の
一
部
を
改
正
す
る
件 
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〇
金
融
庁
告
示
第 

 
 

号 
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で

あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
十
八
年
金
融
庁
告
示
第
十
九
号
）
第
一
条
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
、
銀
行

法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
持
株
会
社
が
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照

ら
し
そ
れ
ら
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
十
八
年
金
融
庁
告
示
第

二
十
号
）
第
一
条
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二

の
規
定
に
基
づ
き
、
信
用
金
庫
及
び
信
用
金
庫
連
合
会
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当

で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
十
八
年
金
融
庁
告
示
第
二
十
一
号
）
第
一
条
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
、

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、

信
用
協
同
組
合
及
び
信
用
協
同
組
合
連
合
会
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か

ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
十
八
年
金
融
庁
告
示
第
二
十
二
号
）
第
一
条
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
、
労
働
金
庫

法
第
九
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
金
庫
及
び
労
働
金
庫
連
合
会
が

そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
十
八
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年
金 

融 

厚
生
労
働

庁省
告
示
第
七
号
）
第
一
条
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
、
農
業
協
同
組
合
等
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た

め
の
基
準
（
平
成
十
八
年
金 

融 

庁

農
林
水
産
省
告
示
第
二
号
）
第
一
条
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
、
漁
業
協
同
組
合
等
が
そ
の
経
営
の

健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
十
八
年
金 

融 

庁

農
林
水
産
省
告
示
第
三
号
）
第
一
条
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
、
農
林
中
央

金
庫
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
十
八
年
金 

融 

庁

農
林
水
産
省
告
示
第
四
号
）
第
一
条
第
十
号
及
び
第
十

一
号
並
び
に
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
が
そ 

金 

融 

庁 

の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
二
十
年
財 

務 

省
告
示
第
二
号
）
第
一
条
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
の 

経
済
産
業
省 

規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の

状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
等
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
格
付
機
関
及
び
適
格
格

付
機
関
の
格
付
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
別
に
定
め
る
区
分
（
平
成
十
九
年
金
融
庁
告
示
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

令
和
四
年 

 

月 
 

 

日 

金
融
庁
長
官 

中
島 

淳
一 

 
 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
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に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ

の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対

象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ

て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 
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改 

正 

後 

改 

正 

前 
（
適
格
格
付
機
関
） 

（
適
格
格
付
機
関
） 

第
二
条 
銀
行
告
示
第
一
条
第
十
四
号
、
銀
行
持
株
会
社
告
示
第
一
条
第

十
四
号
、
信
用
金
庫
告
示
第
一
条
第
十
三
号
、
信
用
協
同
組
合
告
示
第

一
条
第
十
三
号
、
労
働
金
庫
告
示
第
一
条
第
十
三
号
、
農
業
協
同
組
合

告
示
第
一
条
第
十
四
号
、
漁
業
協
同
組
合
告
示
第
一
条
第
十
四
号
、
農

林
中
央
金
庫
告
示
第
一
条
第
十
号
及
び
商
工
組
合
中
央
金
庫
告
示
第

一
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
格
付
機
関

は
、
次
に
掲
げ
る
格
付
機
関
と
す
る
。 

第
二
条 

［
同
上
］ 

［
一
・
二 

略
］ 

［
一
・
二 

同
上
］ 

三 

ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
・
イ
ン
ベ
ス
タ
ー
ズ
・
サ
ー
ビ
ス 

三 

ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
・
イ
ン
ベ
ス
タ
ー
ズ
・
サ
ー
ビ
ス
・
イ
ン
ク 

四 

［
略
］ 

四 

［
同
上
］ 

五 

フ
ィ
ッ
チ
・
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
ス 

五 

フ
ィ
ッ
チ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
ス
リ
ミ
テ
ッ
ド 

 
 

（
適
格
格
付
機
関
の
格
付
と
信
用
リ
ス
ク
区
分
と
の
対
応
関
係
） 

（
適
格
格
付
機
関
の
格
付
と
信
用
リ
ス
ク
区
分
と
の
対
応
関
係
） 

第
三
条 

銀
行
告
示
第
一
条
第
十
五
号
、
銀
行
持
株
会
社
告
示
第
一
条
第

十
五
号
、
信
用
金
庫
告
示
第
一
条
第
十
四
号
、
信
用
協
同
組
合
告
示
第

一
条
第
十
四
号
、
労
働
金
庫
告
示
第
一
条
第
十
四
号
、
農
業
協
同
組
合

告
示
第
一
条
第
十
五
号
、
漁
業
協
同
組
合
告
示
第
一
条
第
十
五
号
、
農

林
中
央
金
庫
告
示
第
一
条
第
十
一
号
及
び
商
工
組
合
中
央
金
庫
告
示

第
一
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
適
格
格
付
機
関
の
格
付
に
対
応
す
る

も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
区
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
の
表
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
条 

［
同
上
］ 

一 

中
央
政
府
及
び
中
央
銀
行
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

一 

［
同
上
］ 
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信
用
リ
ス
ク
区
分 

１
―
１ 

１
―
２ 

１
―
３ 

１
―
４ 

１
―
５ 

１
―
６ 

［
略
］ 

ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
・

イ
ン
ベ
ス
タ
ー
ズ

・
サ
ー
ビ
ス 

 
［
略
］ 

［
略
］ 

フ
ィ
ッ
チ
・
レ
ー

テ
ィ
ン
グ
ス 

 

［
略
］ 

 

信
用
リ
ス
ク
区
分 

１
―
１ 

１
―
２ 

１
―
３ 

１
―
４ 

１
―
５ 

１
―
６ 

［
同
上
］ 

ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
・

イ
ン
ベ
ス
タ
ー
ズ

・
サ
ー
ビ
ス
・
イ

ン
ク 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

フ
ィ
ッ
チ
レ
ー
テ

ィ
ン
グ
ス
リ
ミ
テ

ッ
ド 

［
同
上
］ 

 

二 

外
国
の
中
央
政
府
等
以
外
の
公
共
部
門
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー 

信
用
リ
ス
ク
区
分 

１

の

２

―
１ 

１

の

２

―
２ 

１

の

２

―
３ 

１

の

２

―
４ 

１

の

２

―
５ 

株
式
会
社
格
付
投

資
情
報
セ
ン
タ
ー 

Ａ Ａ Ａ 

～ 

－ Ａ Ａ 

＋Ａ

～ 

－ Ａ 

＋ＢＢＢ

～ 

－ Ｂ Ｂ Ｂ 

＋ Ｂ Ｂ 

～ 
－ Ｂ 
－Ｂ

未 

満 

株
式
会
社
日
本
格

付
研
究
所 

Ａ Ａ Ａ 

～ 

－ Ａ Ａ 

＋Ａ

～ 

－ Ａ 

＋ＢＢＢ

～ 

－ Ｂ Ｂ Ｂ 

＋ Ｂ Ｂ 

～ 

－ Ｂ 

－Ｂ

未 
満 

ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
・

イ
ン
ベ
ス
タ
ー
ズ

・
サ
ー
ビ
ス 

ａ ａ Ａ 

～ 

３ ａ Ａ 

１Ａ

～ 

３ Ａ 

１ａａＢ

～ 

３ ａ ａ Ｂ 

１ ａ Ｂ 

～ 

３ Ｂ 

３Ｂ

未 

満 

Ｓ
＆
Ｐ
グ
ロ
ー
バ

ル
・
レ
ー
テ
ィ
ン

Ａ Ａ Ａ 

～ 

－ Ａ Ａ 

＋Ａ

～ 

－ Ａ 

＋ＢＢＢ

～ 

－ Ｂ Ｂ Ｂ 

＋ Ｂ Ｂ 

～ 

－ Ｂ 

－Ｂ

未 

満 

［
号
を
加
え
る
。
］ 
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グ フ
ィ
ッ
チ
・
レ
ー

テ
ィ
ン
グ
ス 

Ａ Ａ Ａ 

～ 

－ Ａ Ａ 

＋Ａ

～ 

－ Ａ 

＋ＢＢＢ

～ 

－ Ｂ Ｂ Ｂ 

＋ Ｂ Ｂ 

～ 

－ Ｂ 

－Ｂ

未 

満 

 

三 

国
際
開
発
銀
行
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

信
用
リ
ス
ク
区
分 
２
―
１ 

２
―
２ 

２
―
３ 

２
―
４ 

２
―
５ 

２
―
６  

 

株
式
会
社
格
付
投

資
情
報
セ
ン
タ
ー 

ＡＡＡ
～ 

－ Ａ Ａ 
＋Ａ

～ 

－ Ａ 

＋ＢＢＢ
～ 

－ＢＢＢ 

＋ＢＢ
～ 

－ＢＢ
＋Ｂ

～ 

－Ｂ 

－Ｂ
未 

満  

 

株
式
会
社
日
本
格

付
研
究
所 

ＡＡＡ
～ 

－ Ａ Ａ 

＋Ａ
～ 
－ Ａ 

＋ＢＢＢ
～ 

－ＢＢＢ 

＋ＢＢ
～ 

－ＢＢ 

＋Ｂ
～ 

－Ｂ 

－Ｂ
未 

満  

 

ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
・

イ
ン
ベ
ス
タ
ー
ズ

・
サ
ー
ビ
ス 

ａａＡ
～ 

３ ａ Ａ 

１Ａ
～ 

３ Ａ 

１ａａＢ
～ 

３ａａＢ 

１ａＢ
～ 

３ａＢ 
１Ｂ

～ 

３Ｂ 

３Ｂ
未 

満  

 

Ｓ
＆
Ｐ
グ
ロ
ー
バ

ル
・
レ
ー
テ
ィ
ン

グ 

ＡＡＡ
～ 

－ Ａ Ａ 

＋Ａ
～ 

－ Ａ 

＋ＢＢＢ
～ 

－ＢＢＢ 

＋ＢＢ
～ 

－ＢＢ 

＋Ｂ
～ 
－Ｂ 
－Ｂ

未 

満  

 

フ
ィ
ッ
チ
・
レ
ー

テ
ィ
ン
グ
ス 

ＡＡＡ
～ 

－ Ａ Ａ 

＋Ａ
～ 

－ Ａ 

＋ＢＢＢ
～ 

－ＢＢＢ 

＋ＢＢ
～ 

－ＢＢ 

＋Ｂ
～ 

－Ｂ 

－Ｂ
未 
満  

 

二 

［
同
上
］ 

 

信
用
リ
ス
ク
区
分 

２
―
１ 

２
―
２ 

２
―
３ 

２
―
４ 

２
―
５  

 

株
式
会
社
格
付
投

資
情
報
セ
ン
タ
ー 

ＡＡＡ

～ 

－ Ａ Ａ 

＋ Ａ 

～ 

－ Ｂ Ｂ Ｂ 

＋ＢＢ

～ 

－ Ｂ Ｂ 

＋Ｂ

～ 

－ Ｂ 

－ Ｂ 

未 

満  

 

株
式
会
社
日
本
格

付
研
究
所 

ＡＡＡ

～ 

－ Ａ Ａ 

＋ Ａ 

～ 

－ Ｂ Ｂ Ｂ 

＋ＢＢ

～ 

－ Ｂ Ｂ 

＋Ｂ

～ 

－ Ｂ 

－ Ｂ 

未 

満  

 

ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
・

イ
ン
ベ
ス
タ
ー
ズ

・
サ
ー
ビ
ス
・
イ

ン
ク 

ａａＡ

～ 

３ ａ Ａ 

１ Ａ 

～ 

３ ａ ａ Ｂ 

１ａＢ

～ 

３ ａ Ｂ 

１Ｂ

～ 

３ Ｂ 

３ Ｂ 

未 

満  

 

Ｓ
＆
Ｐ
グ
ロ
ー
バ

ル
・
レ
ー
テ
ィ
ン

グ 

ＡＡＡ

～ 

－ Ａ Ａ 

＋ Ａ 

～ 

－ Ｂ Ｂ Ｂ 

＋ＢＢ

～ 

－ Ｂ Ｂ 

＋Ｂ

～ 

－ Ｂ 

－ Ｂ 

未 

満  

 

フ
ィ
ッ
チ
レ
ー
テ

ィ
ン
グ
ス
リ
ミ
テ

ッ
ド 

ＡＡＡ

～ 

－ Ａ Ａ 

＋ Ａ 

～ 

－ Ｂ Ｂ Ｂ 

＋ＢＢ

～ 

－ Ｂ Ｂ 

＋Ｂ

～ 

－ Ｂ 

－ Ｂ 

未 

満  

 

四 

金
融
機
関
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 

信
用
リ
ス
ク
区
分 

３
―
１ 

３
―
２ 

３
―
３ 

３
―
４ 

３
―
５  

 

株
式
会
社
格
付
投

Ａ Ａ 

～ 

－ Ａ 

＋Ａ

～ 

－ Ａ 

＋Ｂ

～ 

－ Ｂ 

＋ Ｂ 

～ 

－ Ｂ 

－Ｂ

未 

満  

三 
［
同
上
］ 

 

信
用
リ
ス
ク
区
分 

３
―
１ 

３
―
２ 

３
―
３ 

３
―
４ 

 
 

株
式
会
社
格
付
投

ＡＡ

～ 

－ Ａ 

＋Ａ

～ 

－ Ａ 

＋Ｂ

～ 

－ Ｂ 

－Ｂ

未 

満  
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資
情
報
セ
ン
タ
ー 

Ａ 

Ａ 

ＢＢ

Ｂ Ｂ 

Ｂ 

 
株
式
会
社
日
本
格

付
研
究
所 

Ａ Ａ Ａ 

～ 

－ Ａ Ａ 

＋Ａ

～ 

－ Ａ 

＋ＢＢＢ
～ 

－ Ｂ Ｂ Ｂ 

＋ Ｂ Ｂ 

～ 

－ Ｂ 

－Ｂ

未 

満  

 

ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
・

イ
ン
ベ
ス
タ
ー
ズ

・
サ
ー
ビ
ス 

ａ ａ Ａ 
～ 

３ ａ Ａ 

１Ａ

～ 

３ Ａ 

１ａａＢ
～ 

３ ａ ａ Ｂ 

１ ａ Ｂ 

～ 

３ Ｂ 

３Ｂ

未 

満  

 

Ｓ
＆
Ｐ
グ
ロ
ー
バ

ル
・
レ
ー
テ
ィ
ン

グ 

Ａ Ａ Ａ 

～ 
－ Ａ Ａ 

＋Ａ

～ 

－ Ａ 

＋ＢＢＢ
～ 

－ Ｂ Ｂ Ｂ 

＋ Ｂ Ｂ 

～ 

－ Ｂ 

－Ｂ

未 

満  

 

フ
ィ
ッ
チ
・
レ
ー

テ
ィ
ン
グ
ス 

Ａ Ａ Ａ 

～ 

－ Ａ Ａ 

＋Ａ

～ 

－ Ａ 
＋ＢＢＢ

～ 

－ Ｂ Ｂ Ｂ 

＋ Ｂ Ｂ 

～ 

－ Ｂ 

－Ｂ

未 

満  

 

資
情
報
セ
ン
タ
ー 

Ａ

Ａ 

ＢＢ

 

株
式
会
社
日
本
格

付
研
究
所 

ＡＡＡ

～ 

－ Ａ Ａ 

＋Ａ

～ 

－ Ａ 

＋ＢＢＢ

～ 

－ Ｂ 

－Ｂ

未 

満  

 

ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
・

イ
ン
ベ
ス
タ
ー
ズ

・
サ
ー
ビ
ス
・
イ

ン
ク 

ａａＡ

～ 

３ ａ Ａ 

１Ａ

～ 

３ Ａ 

１ａａＢ

～ 

３ Ｂ 

３Ｂ

未 

満  

 

Ｓ
＆
Ｐ
グ
ロ
ー
バ

ル
・
レ
ー
テ
ィ
ン

グ 

ＡＡＡ

～ 

－ Ａ Ａ 

＋Ａ

～ 

－ Ａ 

＋ＢＢＢ

～ 

－ Ｂ 

－Ｂ

未 

満  

 

フ
ィ
ッ
チ
レ
ー
テ

ィ
ン
グ
ス
リ
ミ
テ

ッ
ド 

ＡＡＡ

～ 

－ Ａ Ａ 

＋Ａ

～ 

－ Ａ 

＋ＢＢＢ

～ 

－ Ｂ 

－Ｂ

未 

満  

 

五 

カ
バ
ー
ド
・
ボ
ン
ド
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

信
用
リ
ス
ク
区
分 

３

の

２

―
１ 

３

の

２

―
２ 

３

の

２

―
３ 

３

の

２

―
４ 

３

の

２

―
５ 

株
式
会
社
格
付
投

資
情
報
セ
ン
タ
ー 

Ａ Ａ Ａ 

～ 

－ Ａ Ａ 

＋Ａ

～ 

－ Ａ 

＋ＢＢＢ

～ 

－ Ｂ Ｂ Ｂ 

＋ Ｂ Ｂ 

～ 

－ Ｂ 

－Ｂ

未 
満 

株
式
会
社
日
本
格

付
研
究
所 

Ａ Ａ Ａ 

～ 

－ Ａ Ａ 

＋Ａ

～ 

－ Ａ 

＋ＢＢＢ

～ 

－ Ｂ Ｂ Ｂ 

＋ Ｂ Ｂ 

～ 

－ Ｂ 

－Ｂ

未 

満 

ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
・

イ
ン
ベ
ス
タ
ー
ズ

ａ ａ Ａ 

～ 

３ ａ Ａ 

１Ａ

～ 

３ Ａ 

１ａａＢ

～ 

３ ａ ａ Ｂ 

１ ａ Ｂ 

～ 

３ Ｂ 

３Ｂ

未 

満 

［
号
を
加
え
る
。
］ 
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・
サ
ー
ビ
ス 

Ｓ
＆
Ｐ
グ
ロ
ー
バ

ル
・
レ
ー
テ
ィ
ン

グ 

Ａ Ａ Ａ 

～ 

－ Ａ Ａ 

＋Ａ

～ 

－ Ａ 

＋ＢＢＢ

～ 

－ Ｂ Ｂ Ｂ 

＋ Ｂ Ｂ 

～ 

－ Ｂ 

－Ｂ

未 

満 
フ
ィ
ッ
チ
・
レ
ー

テ
ィ
ン
グ
ス 

Ａ Ａ Ａ 
～ 

－ Ａ Ａ 

＋Ａ

～ 

－ Ａ 

＋ＢＢＢ

～ 

－ Ｂ Ｂ Ｂ 

＋ Ｂ Ｂ 

～ 

－ Ｂ 

－Ｂ

未 

満 

 

六 

法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

信
用
リ
ス
ク
区
分 

４
―
１ 
４
―
２ 

４
―
３ 

４
―
４ 

４
―
５ 

［
略
］ 

ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
・

イ
ン
ベ
ス
タ
ー
ズ

・
サ
ー
ビ
ス 

 

［
略
］ 

［
略
］ 

フ
ィ
ッ
チ
・
レ
ー

テ
ィ
ン
グ
ス 

 

［
略
］ 

 

四 

［
同
上
］ 

信
用
リ
ス
ク
区
分 

４
―
１ 

４
―
２ 

４
―
３ 

４
―
４ 

４
―
５ 

［
同
上
］ 

ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
・

イ
ン
ベ
ス
タ
ー
ズ

・
サ
ー
ビ
ス
・
イ

ン
ク 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

フ
ィ
ッ
チ
レ
ー
テ

ィ
ン
グ
ス
リ
ミ
テ

ッ
ド 

［
同
上
］ 

 

七 

短
期
格
付
が
付
与
さ
れ
て
い
る
金
融
機
関
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
及
び
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

信
用
リ
ス
ク
区
分 

５
―
１ 

５
―
２ 

５
―
３ 

５
―
４ 

［
略
］ 

ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
・

イ
ン
ベ
ス
タ
ー
ズ

・
サ
ー
ビ
ス 

［
略
］ 

五 

短
期
格
付
が
付
与
さ
れ
て
い
る
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー 

信
用
リ
ス
ク
区
分 

５
―
１ 

５
―
２ 

５
―
３ 

５
―
４ 

［
同
上
］ 

ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
・

イ
ン
ベ
ス
タ
ー
ズ

・
サ
ー
ビ
ス
・
イ

［
同
上
］ 
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［
略
］ 

フ
ィ
ッ
チ
・
レ
ー

テ
ィ
ン
グ
ス 

 

［
略
］ 

 

ン
ク 

［
同
上
］ 

フ
ィ
ッ
チ
レ
ー
テ

ィ
ン
グ
ス
リ
ミ
テ

ッ
ド 

［
同
上
］ 

 

八 

外
部
格
付
準
拠
方
式
に
お
け
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

六 

［
同
上
］ 

イ 

長
期
格
付
の
場
合 

イ 

［
同
上
］ 

【
表 

別
葉
２
を
挿
入
】 

【
表 

別
葉
１
を
挿
入
】 

ロ 

短
期
格
付
の
場
合 

信
用
リ
ス
ク
区
分 

７
―
１ 
７
―
２ 

７
―
３ 

７
―
４ 

［
略
］ 

ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
・

イ
ン
ベ
ス
タ
ー
ズ

・
サ
ー
ビ
ス 

 

［
略
］ 

［
略
］ 

フ
ィ
ッ
チ
・
レ
ー

テ
ィ
ン
グ
ス 

 

［
略
］ 

 

ロ 

［
同
上
］ 

信
用
リ
ス
ク
区
分 

７
―
１ 

７
―
２ 

７
―
３ 

７
―
４ 

［
同
上
］ 

ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
・

イ
ン
ベ
ス
タ
ー
ズ

・
サ
ー
ビ
ス
・
イ

ン
ク 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

フ
ィ
ッ
チ
レ
ー
テ

ィ
ン
グ
ス
リ
ミ
テ

ッ
ド 

［
同
上
］ 

 

九 

非
証
券
化
商
品
に
係
る
ネ
ッ
ト
のJ

T
D

リ
ス
ク
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン 
［
号
を
加
え
る
。
］ 

【
表 

別
葉
３
を
挿
入
】 

 
 

 

（
適
格
性
の
基
準
） 

 

第
四
条 

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
格
付
機
関
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、

信
用
格
付
業
者
（
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五

［
条
を
加
え
る
。
］ 
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号
）
第
二
条
第
三
十
六
項
に
規
定
す
る
信
用
格
付
業
者
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
信
用
格
付
業
者
を
含
む
法
人
等
の
集

団
に
属
す
る
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
全
て
に
適
合
し
、
か

つ
、
そ
の
状
態
が
継
続
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る

。 一 

客
観
性
の
基
準 

二 

独
立
性
の
基
準 

三 

透
明
性
の
基
準 

四 

情
報
開
示
の
基
準 

五 

人
材
及
び
組
織
構
成
の
基
準 

六 

信
頼
性
の
基
準 

七 

非
依
頼
格
付
の
濫
用
禁
止
の
基
準 

八 

金
融
当
局
と
の
協
力
の
基
準 

 

 
 

（
客
観
性
の
基
準
） 

 

第
五
条 

前
条
第
一
号
の
「
客
観
性
の
基
準
」
は
、
格
付
の
付
与
に
係
る

方
針
及
び
方
法
並
び
に
業
務
管
理
体
制
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て

を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

［
条
を
加
え
る
。
］ 

一 

厳
格
、
か
つ
、
体
系
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

二 

過
去
の
格
付
の
付
与
の
実
績
に
基
づ
き
定
期
的
に
検
証
が
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
。 

 

三 

付
与
し
た
格
付
に
つ
い
て
継
続
的
な
検
証
が
行
わ
れ
、
財
務
状
況

の
変
化
に
応
じ
て
当
該
格
付
が
更
新
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
要
件
を
一
年
以
上
継
続
し
て
満
た
し
て
い
る

こ
と
。 
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（
独
立
性
の
基
準
） 

 
第
六
条 
第
四
条
第
二
号
の
「
独
立
性
の
基
準
」
は
、
業
務
管
理
体
制
が

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

［
条
を
加
え
る
。
］ 

一 

格
付
の
付
与
に
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
政
治
的
若
し
く
は
経
済
的

な
圧
力
又
は
格
付
関
係
者
か
ら
独
立
し
た
立
場
に
お
い
て
適
時
に

格
付
を
付
与
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

二 

格
付
の
付
与
及
び
変
更
に
当
た
っ
て
、
取
締
役
等
の
構
成
、
株
主

等
の
構
成
、
収
益
の
構
成
及
び
人
事
又
は
報
酬
の
体
系
そ
の
他
の
要

因
に
よ
り
利
益
相
反
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
防
止
す

る
た
め
の
適
正
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

三 

格
付
の
付
与
に
係
る
業
務
が
他
の
業
務
及
び
公
正
か
つ
誠
実
な

格
付
の
付
与
の
た
め
格
付
の
付
与
に
係
る
過
程
に
関
与
さ
せ
る
べ

き
で
な
い
他
の
格
付
ア
ナ
リ
ス
ト
か
ら
分
離
独
立
し
て
い
る
こ
と
。 

 

 
 

（
透
明
性
の
基
準
） 

 

第
七
条 

第
四
条
第
三
号
の
「
透
明
性
の
基
準
」
は
、
付
与
す
る
格
付
（

当
該
格
付
に
係
る
格
付
関
係
者
そ
の
他
の
者
に
対
し
て
の
み
提
供
す

る
も
の
を
除
く
。
）
を
次
に
掲
げ
る
事
項
と
と
も
に
公
表
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
と
す
る
。 

［
条
を
加
え
る
。
］ 

一 

格
付
の
評
価
に
お
け
る
主
要
な
要
素 

 

二 

格
付
関
係
者
に
よ
る
格
付
の
付
与
に
係
る
手
続
へ
の
関
与
の
有

無 
 

三 

格
付
の
付
与
に
係
る
手
続
、
方
法
及
び
前
提
に
関
す
る
一
般
的
な

情
報 
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（
情
報
開
示
の
基
準
） 

 
第
八
条 
第
四
条
第
四
号
の
「
情
報
開
示
の
基
準
」
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
公
表
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

［
条
を
加
え
る
。
］ 

一 

遵
守
す
べ
き
行
動
規
範 
 

二 

格
付
関
係
者
と
の
間
の
報
酬
の
取
決
め
に
関
す
る
一
般
的
な
内

容 
 

三 

利
益
相
反
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
格
付
の
付
与
に
係
る
行
為

の
種
類
及
び
利
益
相
反
を
回
避
す
る
た
め
の
措
置
の
概
要 

 

四 

報
酬
の
取
決
め
に
関
す
る
内
容
（
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
き

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
。
） 

 

イ 

主
幹
事
会
社
と
の
間
で
報
酬
の
取
決
め
が
行
わ
れ
る
場
合
に

は
、
そ
の
一
般
的
な
内
容 

 

ロ 

格
付
関
係
者
又
は
主
幹
事
会
社
か
ら
格
付
を
付
与
す
る
役
務

以
外
の
役
務
の
提
供
の
対
価
を
取
得
し
た
場
合
に
は
、
当
該
対
価

が
年
間
売
上
高
に
占
め
る
割
合 

 

ハ 

格
付
関
係
者
、
主
幹
事
会
社
若
し
く
は
格
付
利
用
者
（
付
与
し

た
格
付
を
閲
覧
さ
せ
る
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
を
い
う
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
親
法
人
等
若
し
く
は
子
法
人

等
か
ら
受
け
た
報
酬
の
う
ち
、
同
一
の
者
か
ら
の
報
酬
が
直
近
の

事
業
年
度
の
格
付
の
付
与
に
係
る
業
務
に
係
る
売
上
高
の
十
パ

ー
セ
ン
ト
以
上
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
氏
名
又
は
名
称 

 

五 

デ
フ
ォ
ル
ト
の
定
義
、
格
付
の
対
象
と
な
る
債
務
の
満
期
又
は
残

存
期
間
の
考
慮
方
法
及
び
各
格
付
の
定
義
を
含
む
格
付
の
評
価
方

法 
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六 

付
与
し
た
格
付
ご
と
の
デ
フ
ォ
ル
ト
率
の
実
績 

 
七 

付
与
し
た
格
付
の
遷
移
に
関
す
る
情
報 

 
八 
格
付
の
一
般
的
な
性
質
及
び
限
界
並
び
に
投
資
に
当
た
っ
て
格

付
に
過
度
に
依
存
す
る
こ
と
の
リ
ス
ク 

 

２ 

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
少
な
く
と
も

次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
格
付
の
付
与
に
係
る
方
法
又
は
業
務
に

与
え
る
影
響
を
考
慮
し
て
い
る
こ
と
と
す
る
。 

 

一 

格
付
の
付
与
に
係
る
業
務
の
対
価
と
し
て
、
格
付
関
係
者
又
は
引

受
人
か
ら
報
酬
を
受
け
る
場
合 

 

二 

格
付
利
用
者
（
格
付
の
付
与
に
係
る
業
務
に
よ
っ
て
そ
の
財
産
上

の
利
益
に
影
響
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
者
に
限
る
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
か
ら
報
酬
を
受
け
る
場
合 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
業
務
又
は
役
務
の
提
供
の
対
価

と
し
て
、
格
付
関
係
者
、
引
受
人
又
は
格
付
利
用
者
か
ら
報
酬
を
受

け
る
場
合 

 

四 

格
付
の
付
与
に
係
る
業
務
の
依
頼
を
受
け
る
前
に
、
当
該
格
付
に

係
る
格
付
関
係
者
又
は
引
受
人
に
対
し
、
格
付
に
類
す
る
等
級
を
提

供
し
た
場
合 

 

五 

格
付
関
係
者
の
株
式
等
を
保
有
し
て
い
る
場
合 

 

六 

格
付
関
係
者
が
格
付
機
関
の
株
式
等
を
保
有
し
て
い
る
場
合 

 
 

 

（
人
材
及
び
組
織
構
成
の
基
準
） 

 

第
九
条 

第
四
条
第
五
号
の
「
人
材
及
び
組
織
構
成
の
基
準
」
は
、
次
に

掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
た
め
に
十
分
な
人
的
構
成
及
び
組
織

等
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
と
す
る
。 

［
条
を
加
え
る
。
］ 
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一 

面
会
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
格
付
関
係
者
の
取
締
役
そ
の
他
の

者
か
ら
信
用
力
の
評
価
の
た
め
に
必
要
な
情
報
の
提
供
を
継
続
的

に
受
け
る
こ
と
。 

 
二 

定
性
的
な
手
法
及
び
定
量
的
な
手
法
を
統
合
し
た
格
付
の
付
与

に
係
る
方
法
に
基
づ
き
質
の
高
い
格
付
を
付
与
す
る
こ
と
。 
 

 
 

（
信
頼
性
の
基
準
） 

 

第
十
条 

第
四
条
第
六
号
の
「
信
頼
性
の
基
準
」
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件

の
全
て
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

［
条
を
加
え
る
。
］ 

一 

付
与
す
る
格
付
が
投
資
家
、
保
険
会
社
又
は
格
付
関
係
者
の
商
取

引
の
相
手
方
等
か
ら
の
信
頼
に
基
づ
い
て
利
用
さ
れ
て
い
る
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
。 

 

二 

機
密
の
情
報
の
不
正
な
使
用
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ

ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

 
 

（
非
依
頼
格
付
の
濫
用
禁
止
の
基
準
） 

 

第
十
一
条 

第
四
条
第
七
号
の
「
非
依
頼
格
付
の
濫
用
禁
止
の
基
準
」
は

、
非
依
頼
格
付
を
付
与
す
る
行
為
を
利
用
し
て
格
付
の
付
与
に
係
る
業

務
を
依
頼
す
る
よ
う
格
付
関
係
者
に
求
め
て
い
な
い
こ
と
と
す
る
。 

［
条
を
加
え
る
。
］ 

 
 

（
金
融
当
局
と
の
協
力
の
基
準
） 

 

第
十
二
条 

第
四
条
第
八
号
の
「
金
融
当
局
と
の
協
力
の
基
準
」
は
、
次

に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
た
め
の
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ

と
と
す
る
。 

［
条
を
加
え
る
。
］ 

一 

格
付
の
付
与
に
係
る
方
法
に
重
大
な
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ

 



 
 

 

 

- 15 - 

の
旨
及
び
そ
の
内
容
を
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
る
こ
と
。 

二 

金
融
庁
長
官
の
求
め
に
応
じ
て
、
付
与
し
た
格
付
そ
の
他
関
連
す

る
情
報
を
報
告
す
る
こ
と
。 

 

 
 

（
マ
ッ
ピ
ン
グ
の
基
準
） 
 

第
十
三
条 

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
区
分
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
定

性
的
要
因
そ
の
他
の
要
因
を
考
慮
し
、
定
量
的
な
基
準
に
適
合
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

［
条
を
加
え
る
。
］ 

  

２ 

前
項
の
「
定
性
的
要
因
そ
の
他
の
要
因
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

を
い
う
。 

 

一 

適
格
格
付
機
関
が
格
付
を
付
与
す
る
対
象 

 

二 

適
格
格
付
機
関
が
定
め
る
格
付
の
定
義 

 

三 

適
格
格
付
機
関
が
定
め
る
デ
フ
ォ
ル
ト
の
定
義 

 

四 

そ
の
他
適
格
格
付
機
関
が
格
付
を
付
与
す
る
際
に
勘
案
し
て
い

る
と
認
め
ら
れ
る
要
因 

 

３ 

第
一
項
の
「
定
量
的
な
基
準
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

 

一 

適
格
格
付
機
関
が
付
与
し
た
各
格
付
に
つ
い
て
、
当
該
各
格
付
に

係
る
三
年
累
積
デ
フ
ォ
ル
ト
率
（
連
続
し
た
三
年
間
の
デ
フ
ォ
ル
ト

率
の
平
均
値
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
過
去
十

年
間
の
平
均
値
が
い
ず
れ
も
次
の
表
に
掲
げ
る
格
付
区
分
ご
と
の

格
付
（
当
該
格
付
の
符
号
に
対
応
し
た
符
号
を
用
い
る
格
付
を
含
む

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
応
し
た
基
準
レ
ベ
ル
の
数

値
か
ら
大
き
く
乖
離
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。 

 

格
付
区
分 

ＡＡＡ 

～ 

ＡＡ 

Ａ 

Ｂ Ｂ Ｂ 

Ｂ Ｂ 

Ｂ 
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基
準
レ
ベ
ル 

（
パ
ー
セ
ン
ト
） 

０．１ ０ 

０．２ ５ 

１．０ ０ 

７．５ ０ 

２ ０．０ ０ 
 

二 
適
格
格
付
機
関
が
付
与
し
た
各
格
付
に
つ
い
て
、
当
該
各
格
付
の

い
ず
れ
か
に
係
る
直
近
の
三
年
累
積
デ
フ
ォ
ル
ト
率
が
次
の
表
に

掲
げ
る
格
付
区
分
ご
と
の
格
付
に
対
応
し
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
レ
ベ

ル
の
数
値
を
上
回
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
が
当
該
適
格
格

付
機
関
の
格
付
の
付
与
の
基
準
が
厳
格
で
な
い
こ
と
に
起
因
す
る

も
の
で
な
い
こ
と
。 

 
格
付
区
分 

ＡＡＡ 
～ 

ＡＡ 

Ａ 

Ｂ Ｂ Ｂ 

Ｂ Ｂ 

Ｂ 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
レ
ベ
ル 

（
パ
ー
セ
ン
ト
） 

０．８ ０ 
１．０ ０ 

２．４ ０ 

１ １ ． ０ ０ 

２ ８．６ ０ 
 

 

三 

適
格
格
付
機
関
が
付
与
し
た
各
格
付
に
つ
い
て
、
当
該
各
格
付
に

係
る
直
近
及
び
そ
の
前
年
の
三
年
累
積
デ
フ
ォ
ル
ト
率
が
い
ず
れ

も
次
の
表
に
掲
げ
る
格
付
区
分
ご
と
の
格
付
に
対
応
し
た
ト
リ
ガ

ー
・
レ
ベ
ル
の
数
値
を
上
回
っ
て
い
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
い
ず
れ

か
の
当
該
三
年
累
積
デ
フ
ォ
ル
ト
率
が
ト
リ
ガ
ー
・
レ
ベ
ル
の
数
値

を
上
回
っ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
理
由
が
一
時
的
な
も
の

で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
適
格
格
付
機
関
の
格
付
の
付
与
の
基
準
が
厳

格
で
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

こ
の
号
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。 

 

格
付
区
分 

ＡＡＡ 

～ 

ＡＡ 

Ａ 

Ｂ Ｂ Ｂ 

Ｂ Ｂ 

Ｂ 

ト
リ
ガ
ー
・
レ
ベ
ル 

（
パ
ー
セ
ン
ト
） 

１．２ ０ 

１．３ ０ 

３．０ ０ 

１ ２ ． ４ ０ 

３ ５ ． ０ ０ 
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４ 

適
格
格
付
機
関
が
付
与
し
た
格
付
の
い
ず
れ
か
に
係
る
三
年
累
積

デ
フ
ォ
ル
ト
率
が
前
項
第
二
号
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
レ
ベ
ル
の
数
値
又

は
同
項
第
三
号
の
ト
リ
ガ
ー
・
レ
ベ
ル
の
数
値
を
上
回
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
基
準
に
従
い
当
該
格
付
を
同

項
第
一
号
の
基
準
レ
ベ
ル
に
対
応
す
る
格
付
区
分
よ
り
下
位
の
格
付

区
分
に
区
分
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
格
付
に
係
る
三
年
累
積
デ
フ

ォ
ル
ト
率
が
二
年
連
続
し
て
同
項
第
二
号
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
レ
ベ
ル

の
数
値
以
下
と
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
格
付
を
同
項
第
一
号
の
基
準
レ

ベ
ル
に
対
応
す
る
格
付
区
分
に
区
分
し
直
す
こ
と
に
つ
い
て
検
討
す

る
も
の
と
す
る
。 

 
備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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附 

則 
（
適
用
時
期
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

次
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
自
己
資
本
比
率
の
算
出
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る

改
正
後
の
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

一 

銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適

当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
令
和
四
年
金
融
庁
告
示
第 

 
 

号
）
附
則
第

二
条
第
一
項 

二 

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
持
株
会
社
が
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
保
有
す
る

資
産
等
に
照
ら
し
そ
れ
ら
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の
一
部
を
改

正
す
る
件
（
令
和
四
年
金
融
庁
告
示
第 

 
 

号
）
附
則
第
二
条
第
一
項 
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【
別
葉
１
】 

  
 

信
用
リ
ス
ク
区
分 

６
―
１ 

６
―
２ 

６
―
３ 

６
―
４ 

６
―
５ 

６
―
６ 

６
―
７ 

６
―
８ 

６
―
９ 

６
―
10 

６
―
11 

６
―
12 

６
―
13 

６
―
14 

６
―
15 

６
―
16 

６
―
17 

６
―
18 

［
同
上
］ 

ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
・

イ

ン

ベ

ス

タ

ー

ズ
・
サ
ー
ビ
ス
・
イ

ン
ク 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

フ
ィ
ッ
チ
レ
ー
テ

ィ
ン
グ
ス
リ
ミ
テ

ッ
ド 

［
同
上
］ 
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【
別
葉
２
】 

  
 

信
用
リ
ス
ク
区
分 

６
―
１ 

６
―
２ 

６
―
３ 

６
―
４ 

６
―
５ 

６
―
６ 

６
―
７ 

６
―
８ 

６
―
９ 

６
―
10 

６
―
11 

６
―
12 

６
―
13 

６
―
14 

６
―
15 

６
―
16 

６
―
17 

６
―
18 

［
略
］ 

ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
・

イ

ン

ベ

ス

タ

ー

ズ
・
サ
ー
ビ
ス 

 

［
略
］ 

［
略
］ 

フ
ィ
ッ
チ
・
レ
ー

テ
ィ
ン
グ
ス 

 

［
略
］ 
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【
別
葉
３
】 

信
用
リ
ス
ク
区

分 

８
―
１ 

８
― 

２ 

８
― 

３ 

８
― 

４ 

８
― 

５ 

８
― 

６ 

８
― 

７ 

株
式
会
社
格
付

投
資
情
報
セ
ン

タ
ー 

Ａ Ａ Ａ 

＋ＡＡ
～ 

－ Ａ Ａ 

＋Ａ
～ 

－ Ａ 

＋ＢＢＢ
～ 

－ Ｂ Ｂ Ｂ 

＋ＢＢ
～ 

－ Ｂ Ｂ 

＋Ｂ
～ 

－ Ｂ 

－Ｂ
未 

満 

株
式
会
社
日
本

格
付
研
究
所 

Ａ Ａ Ａ 

＋ＡＡ
～ 

－ Ａ Ａ 

＋Ａ
～ 

－ Ａ 

＋ＢＢＢ
～ 

－ Ｂ Ｂ Ｂ 

＋ＢＢ
～ 

－ Ｂ Ｂ 

＋Ｂ
～ 

－ Ｂ 

－Ｂ
未 

満 

ム

ー

デ

ィ

ー

ズ
・
イ
ン
ベ
ス

タ
ー
ズ
・
サ
ー

ビ
ス 

ａ ａ Ａ 

１ａＡ
～ 

３ ａ Ａ 

１Ａ
～ 

３ Ａ 

１ａａＢ
～ 

３ ａ ａ Ｂ 

１ａＢ
～ 

３ ａ Ｂ 

１Ｂ
～ 

３ Ｂ 

３Ｂ
未 

満 

Ｓ
＆
Ｐ
グ
ロ
ー

バ
ル
・
レ
ー
テ

ィ
ン
グ 

Ａ Ａ Ａ 

＋ＡＡ
～ 

－ Ａ Ａ 

＋Ａ
～ 

－ Ａ 

＋ＢＢＢ
～ 

－ Ｂ Ｂ Ｂ 

＋ＢＢ
～ 

－ Ｂ Ｂ 

＋Ｂ
～ 

－ Ｂ 

－Ｂ
未 

満 

フ
ィ
ッ
チ
・
レ

ー
テ
ィ
ン
グ
ス 

Ａ Ａ Ａ 

＋ＡＡ
～ 

－ Ａ Ａ 

＋Ａ
～ 
－ Ａ 

＋ＢＢＢ
～ 

－ Ｂ Ｂ Ｂ 

＋ＢＢ
～ 

－ Ｂ Ｂ 

＋Ｂ
～ 

－ Ｂ 

－Ｂ
未 

満 

 


